
                                   
 
 
 
 

教員の人材確保について 
 

１．定数内臨時講師の縮減について 
 ○定数内臨時講師の現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
○定数内臨時講師を縮減する取組 

  ・令和５年度から定年引上げの移行期間となり、隔年で定年退職者の生じない年度が発生する
が、積極的に正規教員の採用を進め、採用人数の平準化も踏まえ、段階的に定数内臨時講師を減
らす予定としている。 

 
 
 
 
 
 
 
  ・将来に向けて、少子化による児童生徒の減少の中でも、教員のバランスのとれた年齢構成を確

保し、一定数の採用を平準化して行うことが、学生が安心して本県の教員を目指すことにつなが
り、優秀な人材の確保、ひいては長期的な視点で本県教育の充実にもつながると考えている。 

 
２．未補充の状況について（非常勤講師でも補充できていない状況） 
 
 
 
 
 
 
 
３．教員確保に向けた取組について 
 ○現職教員を対象にした秋選考の実施（新規） 

         教員採用選考試験の志願者が減少する中、他府県で実績ある人材を確保しようと、新たに実施して
いる。 

・募集する校種：小学校教員と特別支援学校教員 
・年齢等の要件：滋賀県外の公立学校等に３年以上の勤務をしている現職の正規教員 
 

 ○教員採用選考における年齢制限の引上げ（新規） 
      教員採用選考試験の志願者が減少する中、年齢制限を 49 歳から 59 歳へ引き上げることにより、

質の高い教員の確保につなげている。 
 

○教員採用選考における臨時講師の第一次選考試験一部免除（継続） 
常勤の講師経験者に対して第一次選考試験の一般教養・教職教養の試験を免除している。 
 

○「滋賀の教師塾」の取組（継続） 
本県で教員を目指す者に対し、本県の教育の特色や教育現場の課題、教師としての使命や心構え

を学び、教師力を高める場を提供し、併せて教員の人材確保につなげている。 
 

○教員へのファーストステップセミナーの開催（新規） 
教員免許状をお持ちで、教育現場で働くことに興味を持つ方に対し、５月と９月に県内２会場で

計４回開催し、計１１２名の参加があった。講師登録につなげている。 
  

○講師登録者を増やす取組と講師登録名簿の改善（改善） 
      講師登録者を増やす取組として、滋賀プラスワン等で広報するほか、教員採用選考試験で不合格

となった方にも講師登録を促している。 
講師登録名簿について、名簿の更新頻度と登録者の任用状況の精度を高め、より利便性の高いも

のに改善している。                 
  

○産休者の先行補充（改善） 
    年度途中からの代替教員の確保は難しいことから、年度始めから７月末までに産休に入る場合

は、年度始めから補充者を任用するという「産休者の先行補充」を実施している。 
（令和５年度の補充者：６７名） 

校 種 
定数内臨時講師数

（R5.5.1） 
校長、教諭等に占める 
定数内臨時講師の割合 

参考 定数内臨時講師数 
（R4.5.1） 

参考 R6 定数内臨時
講師見込数 

小学校 ２７４ ５．７％ ２９６ ２２０程度 
中学校 ２４１ ８．８％ １９６ ２２０程度 
高等学校 １２６ ６．５％ ７３ ８０程度 
特別支援学校 １１９ １０．２％ １３４ １００程度 
合計 ７６０ ７．１％ ６９９ ６２０程度 

校 種 R6.4.1 採用予定者数 R5.4.1 採用数 

小学校 ２３０ ２５１ 
中学校 １４０ １３４ 
高等学校 １１７ ７１ 
特別支援学校 ６０ ６７ 
合計 ５４７ ５２３ 

校 種 Ｒ５．９．１ Ｒ５．５．１ Ｒ４．５．１ Ｒ３．５．１ 
小学校 １９ １１ １１ ５ 
中学校 １５ １７ ４ ５ 
高等学校 １０ ６ １ １ 
特別支援学校 １ ０ ０ ２ 
合計 ４５ ３４ １６ １３ 
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